
 
横浜市介護職員住居借上支援事業補助金交付要綱 新旧対照表 

現 行 改正案 改正内容 
横浜市介護職員住居借上支援事業補助金交付要綱 

 

制定 平成 30年３月 28日 健高健第 1257号（健

康福祉局長決裁） 

最近改定 令和８年３月 30日 健高健第 1741号

（健康福祉局長決裁） 

 

 

第１条～第 20条 省略 

 

 

附 則  

この要綱は、平成 30年４月１日から施行し、

施行の日から適用する。  

附 則  

この要綱は、平成 30年８月６日から施行し、

施行の日から適用する。  

附 則  

この要綱は、平成 30年 10月 1日から施行し、

施行の日から適用する。  

横浜市介護職員住居借上支援事業補助金交付要綱 

 

制定 平成 30年３月 28日 健高健第 1257号（健

康福祉局長決裁） 

最近改定 令和８年７月１日 健高健第 467号（健

康福祉局長決裁） 

 

 

第１条～第 20条 省略 

 

 

附 則  

この要綱は、平成 30年４月１日から施行し、

施行の日から適用する。  

附 則  

この要綱は、平成 30年８月６日から施行し、

施行の日から適用する。  

附 則  

この要綱は、平成 30年 10月 1日から施行し、

施行の日から適用する。  

 

 

 

 

年月日の更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
附 則  

この要綱は、平成 31年４月１日から施行し、

施行の日から適用する。  

附 則  

この要綱は、令和２年４月１日から施行し、施

行の日から適用する。  

附 則  

この要綱は、令和３年９月 30日から施行し、

施行の日から適用する。  

附 則  

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

２ この要綱の規定は、施行日以後に行われた交

付の申請について適用し、同日前に行われた交

付の申請については、なお従前の例による。  

附 則  

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

２ この要綱の規定は、施行日以後に行われた交

付の申請について適用し、同日前に行われた交

付の申請については、なお従前の例による。  

附 則 

附 則  

この要綱は、平成 31年４月１日から施行し、

施行の日から適用する。  

附 則  

この要綱は、令和２年４月１日から施行し、施

行の日から適用する。  

附 則  

この要綱は、令和３年９月 30日から施行し、

施行の日から適用する。  

附 則  

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

２ この要綱の規定は、施行日以後に行われた交

付の申請について適用し、同日前に行われた交

付の申請については、なお従前の例による。  

附 則  

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

２ この要綱の規定は、施行日以後に行われた交

付の申請について適用し、同日前に行われた交

付の申請については、なお従前の例による。  

附 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この要綱の規定は、施行日以後に行われた交

付の申請について適用し、同日前に行われた交

付の申請については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この要綱の規定は、施行日以後に行われた交

付の申請について適用し、同日前に行われた交

付の申請については、なお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、令和８年７月１日から施行する。 

２ この要綱の規定は、施行日以後に行われた交

付の申請について適用し、同日前に行われた交

付の申請については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

現 行 改正案 改正内容 

 
 
 
 
 

押印マークの削除 



 
 
 
 
 
  

現 行 改正案 改正内容 

 
 
 
押印マークの削除 



  現 行 改正案 改正内容 

 
 
押印マークの削除 



 現 行 改正案 改正内容 

 
押印マークの削除 
 


